
【環境水道部】（衛生センター庁舎）
●環境課を１班体制から２班体制に再編します。

【農業委員会事務局】（有家庁舎）
●農業委員会事務局を２班体制から１班体制に再編します。

　市民の住生活環境の向上と、市内工事施工業者への発注による地域経
済の活性化を図るため、リフォーム工事を行う人に対し、補助を行います。

【補助対象】
●対象者
　市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する者
・市民または市外在住者で実績報告書を提出する前に
転入手続きを完了する者

・市内に本社がある法人

●対象物件
固定資産台帳にある住宅・店舗・旅館など

●対象工事
個人法人問わず市内の施工業者（支店や営業所など
は除く）へ発注する工事で、工事額が税込30万円以
上、令和７年３月までに完成する工事

※以前にリフォーム資金補助金の交付を受けた建物は
対象外

【補助率（上限額）】
●住　宅…工事費の10％（20万円）
●店　舗…工事費の20％（100万円）
●旅　館…工事費の30％（200万円）

【補助対象とならない工事の例】
・申請前に着手した工事
・各種機器の新設、取替え工事およびそれに伴う
配管工事のみなどの工事

・倉庫、車庫、作業場、工場など住宅、店舗、旅
館などではない物件の工事

・施工業者の代表者と申請者が同一世帯の工事

●環　境　班 ●環境政策班
再生可能エネルギー、地球温暖化防止対
策等の政策推進業務など

●環境保全班
生活ごみ関連、不法投棄、公害規制等の
環境保全業務など

変 更 前 の 組 織

環境課

直通番号　☎７３－６６４４

４月からの組織

●農務農政班 直通番号
☎７３－６６12

●農　務　班
●農　政　班

変更前の組織 ４月からの組織

農業委員会
事務局

＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

問人事課（西有家庁舎） ☎７３－６６２３

令和６年４月１日から市役所の組織が一部変わります

問商工観光課（西有家庁舎） ☎７３－６６３３

住宅・店舗・旅館等リフォーム資金を補助します
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